
東日本大震災復興特別区域法の施行について 
（厚生労働省関係部分） 

Ministry of Health, Labour and Welfare 

平成２３年１２月２６日 
厚生労働省 



厚生労働省 Ⅰ 東日本大震災復興特別区域法について 

 

 《法律事項》 
 ・ 確定拠出年金にかかる中途脱退要件の緩和（確定拠出年金法の特例）（P2） ※第34条 
 

規制手続き等の特例 

 

 《法律事項》 
  ・土地区画整理事業、土地改良事業等のほか、内閣府令で定める事業が対象 ※第77条 

財政上の特例（「復興交付金」） 

１ 

東日本大震災復興特別区域法（厚生労働省関係部分） 

 

《内閣府・厚生労働省令》  

  ・ 東北発医療機器等開発復興特区（P3） 
  ・ 被災地における医療・介護確保のための特区（P4） 

  ・ 被災地の薬局等の構造設備に関する規制の緩和（P5） 

 

《内閣府令》 

  ・ 医療施設耐震化事業（P8） 
  ・ 介護基盤復興まちづくり整備事業（P9） 
  ・ 保育所等の複合化・多機能化推進事業（P10） 



厚生労働省 Ⅱ 復興特区について 
 １．確定拠出年金に係る中途脱退要件の緩和（確定拠出年金法の特例） 

 現行の確定拠出年金制度は、６０歳到達前の中途での脱退は原則として認められていないが、復興特別区域制
度の枠組みの中で一定の要件を満たした者については、確定拠出年金制度からの中途脱退を可能とする。 

3 

企業型年金 
の資格を喪失 

個人型加入資格なし 
（３号、公務員等） 

個人型加入資格あり 
（自営業者等） 

中途脱退可 

中途脱退不可 

特例の内容 

〔要件〕 
＜企業型＞ 
①震災発生から２年以内に震災により退職し、 
  請求時点で第２号被保険者でないこと 
②請求日まで６月以上個人型の掛金拠出なし 
③年金資産額が100万円以下   等 
 
＜個人型＞ 
①震災発生から２年以内に運用指図者となり、 
  請求時点で第２号被保険者でないこと 
②請求日まで６月以上個人型の掛金拠出なし 
③年金資産額が100万円以下   等 

中途脱退可 

年金資産額 
1.5万円以下 

年金資産額 
1.5万円超 

【現行】年金資産額が尐額な場合等のみ中途脱退が可能 

◎震災により住居又は家財が損害を受け、 
退職等した加入者であった者について、 
一定の要件を満たす場合に脱退一時金 
の支給を認める。 〔要件〕 

・年金資産額50万円以下 
       又は 
・加入者期間３年以下 

☆今後の手続き 
 ・被災自治体が、脱退一時金を活用した地域の振興に係る事業（例：商店街の復興や災害に強い街づくり等）を盛り込んだ 
  復興推進計画を内閣総理大臣に申請し、認定を受ければ、その日以後、平成27年度末までの間、特例措置が適用される。 

個人型年金 
の資格を喪失 

２ 



○東北地方にはもともと内視鏡等の医療機器分野で競争力のある企業の主力工場が立地。 

○東北地方の特色・強みを活かした革新的医療機器の創出を図り、東北地方の雇用と産業を創出するため、医療機器等開発特区を創設。 

厚生労働省 ２．東北発医療機器等開発復興特区構想※一部経産省と連携（省令事項） 

岩手医科大学医学部 

東北大学 

岩手大学工学部 

・国産手術用ロボット等の開発 
・放射線治療の合成装置等の開発 

内視鏡手術器具等の開発 
岩手県はコバルト 
合金の生産に強み 

革新的医療機器の創出による地域
振興（地元産業の育成） 

医工連携中核病院 
（ネットワークの中心、ＩＴも活用） 

医工連携 

 ②宮城プロジェクト 

医工連携拠点病院 
（中核病院とのネットワーク） 

①研究開発型人材の育成 
②革新的膵島移植技術の創出 
 による１型糖尿病患者の治療 

 ①岩手プロジェクト 

膵島移植技術等の開発 
工学部との周辺機器開発 

医工連携 

医工連携拠点病院 
（中核病院とのネットワーク） 

革新的医療機器の創出による 
治療機器開発の国際競争力強化 福島県立 

医科大学 

日本大学 
工学部 

税制措置 
 

・工業立地設備投資 
 特区に係る税制上 
 の措置等 （経産省） 

工場誘致 

製造拠点を誘致 
医療機器の製造拠点を東北地方
に誘致し、産業と雇用の創出及び
輸出振興を図る。 

革新的な医療機器の開発促進 医療機器製造拠点の誘致 

東北地方の
医工連携
ネットワーク
化による革
新的医療機
器の創出 

迅速な 
実用化 

医療機器治験への 
助成事業（三次補正） 

 
・各プロジェクトにかかる 
 医師主導治験等を助成 

開発拠点に対する 
研究費の重点化 

 
 ・医工連携にかかる 
 研究費の重点的な 
 投入 

福島大学 
理工学群 

 ③福島プロジェクト 

規制の緩和（復興特区・省令事項）  
・運用改善 

・薬事に関する相談の利便性の向上
（PMDAの出張相談等） 

・医療機器製造販売業等の許可基準 
（現場責任者の要件）の緩和 

３ 等 



厚生労働省 ３．被災地における医療・介護確保のための特区（省令事項） 
       ～地域のネットワークを通じた医療資源の効率的な活用～   

24時間地域巡回型訪問ｻｰﾋﾞｽ 
（訪問看護を含む） 

在宅支援診療所等 
＜２４時間の在宅医療ニーズに対応＞ 

特別養護老人ホーム            
老人保健施設            

病院 
            

（サービスの提供にICTを活用） 

外部の医療機関との連携を
条件に、医師管理者や常勤
医師の配置を緩和。 

地域医療支援病院、 
 
２次救急病院等 
 
 （日常生活圏域外） 
           

病院、診療所以外でも 

訪問リハビリを行う事業所の
設置を可能とする。 

     医師応援 

     医師応援 

     医師応援 

日常生活圏域 

○病院の医療従事者の配置基準に
関する弾力的対応を可能とする。 

・地域の実情に応じ妥当な計算方法
により計算 

・他の医療機関との連携等を条件に、
医師配置について緩和 

     連携 

訪問リハビリ事業所 

外部の医療機関等との連
携を条件に、医師の配置を
緩和。 

４ 



厚生労働省 ４．被災地の薬局等の構造設備に関する規制の緩和（省令事項） 

【現状】 
薬局等構造設備規則では、薬局の店舗面積は19.8㎡以上とされている。
また、一般用医薬品のみを販売する店舗の面積は13.2㎡以上とされて
いる。 

【特区の必要性】 

東日本大震災で、薬局等が甚大な被害を受けたことにより、住民への医
薬品の提供が困難な地域がいまだ存在する。 
被災地の住民が尐しでも身近なところで医薬品を入手できることは、保
健衛生上重要。 

【要望】 

 被災地の薬局や一般用医薬品のみを販売する店舗の面積が基準を満たさない場合でも、薬局
等を開設できるよう、薬局等構造設備規則の緩和を求める。 

５ 

【対応方針】 

○ 面積が基準を満たさない場合でも、実情に応じて県等が薬局等の開設許可を与えることが
できるよう特例的な措置を講じ、被災地の薬局等の設置の支援を行う。 

 

 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.purehabu.com/item/images/005.jpg&imgrefurl=http://www.purehabu.com/item/005.html&usg=__2coBxsAOve_sbhgz8FJkJEFksQI=&h=183&w=200&sz=7&hl=ja&start=24&zoom=1&tbnid=_zqXJLMV9cAvyM:&tbnh=95&tbnw=104&ei=QcRuToKDJqjgmAWE1tWiCg&prev=/search?q=%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%8F%E3%83%96&start=21&hl=ja&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


厚生労働省 Ⅲ 東日本大震災復興交付金について 
   平成２３年度３次補正予算額 約1.6兆円（東日本大震災復興対策本部事務局（内閣府）で計上） 

○交付団体： 

  A：特定被災地方公共団体である市町村（222団体） 

       北海道:2町、青森県:4市町、岩手県:全市町村、 

  宮城県:全市町村、福島県：全市町村、茨城県：40市町村 

  栃木県：17市町、埼玉県：1市、千葉県：27市町、 

  新潟県：3市町、長野県：1村 

 

  B：特定被災地方公共団体が存在する都道府県（11団体） 
     北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県 

  埼玉県、千葉県、新潟県、長野県 

 

○対象事業：厚労省では以下３つの事業を内閣府令で規定 

      

 １．医療施設耐震化事業 
   未耐震の災害拠点病院、救急救命センターを有する病院が行う耐震 

  化のための新築建替を支援する。 

 

 ２．介護基盤復興まちづくり整備事業 
   地域における機能連携に対する支援として、在宅サービス等を行う拠 
  点を整備するなど、基盤整備の支援を行う。 
 

 ３．保育所等の複合化・多機能化推進事業 
   被災地の復興に際し、子どもを地域で支えるため、保育所等につい 

    て、複合的なサービスの合築、施設の多機能化を図る。 
     

事業イメージ・具体例 

４（１）② 

 地方公共団体が、自ら策定する復興プランの下、復
興に必要な各種施策が展開できる、使い勝手のよい自
由度の高い交付金を創設する 

 

復興基本方針 

○ 復興に必要となる補助事業（市街地・農漁村整備、
道路、学校等）を幅広く一括化し、内閣府に計上
（執行は各府省に移替えて実施） 

○ 対象の自由度の向上、執行の弾力化及び手続きの
簡素化を可能な限り進めることにより、円滑な復興
施策を実施 

○ 基幹事業の効果を促進する効果促進事業を実施 

 

事業概要・目的 

６ 



厚生労働省 （参考）基幹事業における対象事業（５省４０事業） 

番号 事業名 番号 事業名

18 道路事業（高台移転等に伴う道路整備（区画整理））

1 公立学校施設整備費国庫負担事業（公立小中学校等の新増築・統合） 19 道路事業（道路の防災・震災対策等）

2 学校施設環境改善事業(公立学校の耐震化等) 災害公営住宅整備事業

3 幼稚園等の複合化・多機能化推進事業 (災害公営住宅整備事業、災害公営住宅用地取得造成費等補助事業等)

4 埋蔵文化財発掘調査事業 21 災害公営住宅家賃低廉化事業

22 東日本大震災特別家賃低減事業【新規】

5 医療施設耐震化事業 23 公営住宅等ストック総合改善事業（耐震改修、エレベーター改修）

6 介護基盤復興まちづくり整備事業【新規】 24 住宅地区改良事業（不良住宅除去、改良住宅の建設等）

(「定期巡回・随時対応サービス」や「訪問看護ステーション」の整備等) 25 小規模住宅地区改良事業（不良住宅除去、小規模改良住宅の建設等）

7 保育所等の複合化・多機能化推進事業 26 住宅市街地総合整備事業（住宅市街地の再生・整備)

27 優良建築物等整備事業（市街地住宅の供給、任意の再開発等）

8 農山漁村地域復興基盤総合整備事業 28 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）

（集落排水等の集落基盤、農地等の生産基盤整備等） 29 住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ地近接等危険住宅移転事業）

9 農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)事業 30 造成宅地滑動崩落緊急対策事業【新規】

（被災した生産施設、生活環境施設、地域間交流拠点整備等） 31 津波復興拠点整備事業【新規】

10 震災対策・戦略作物生産基盤整備事業 32 市街地再開発事業

（麦・大豆等の生産に必要となる水利施設整備等） 33 都市再生区画整理事業（被災市街地復興土地区画整理事業等）

11 被災地域農業復興総合支援事業（農業用施設整備等） 34 都市再生区画整理事業（市街地液状化対策事業）

12 漁業集落防災機能強化事業（漁業集落地盤嵩上げ、生活基盤整備等） 35 都市防災推進事業（市街地液状化対策事業）

13 漁港施設機能強化事業（漁港施設用地嵩上げ、排水対策等） 36 都市防災総合推進事業（津波シミュレーション等の計画策定等）

14 水産業共同利用施設復興整備事業 37 下水道事業

（水産業共同利用施設、漁港施設、放流用種苗生産施設整備等） 38 都市公園事業

15 農林水産関係試験研究機関緊急整備事業 39 防災集団移転促進事業

16 木質バイオマス施設等緊急整備事業

40 低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業

17 道路事業（市街地相互の接続道路）

文部科学省

20

国土交通省

環境省

農林水産省

厚生労働省

７ 



厚生労働省 １．医療施設耐震化事業 

災害発生時に診療拠点となる災害拠点病院、重篤な患者を24時間体制で受け入れる救命救急センターの耐震化
整備を促進。 

補助対象 

補助要件 

交付団体 

基本国費率 

事業概要 

事業実施主体 

 特定被災地方公共団体に所在する未耐震の災害拠点病院、 
救命救急センターを有する病院が行う耐震化のための新築、 
増改築、耐震補強工事 

国１／２、県１／２以内、事業主１／２以内 

Ｐ６のＢに掲げる団体 

未耐震病院 

・災害拠点病院 

・救命救急センター 

財政支援 

耐震化 

国 

都道府県 

災害拠点病院、救命救急センター 

 ＜病床過剰地域＞ 
   新築建替の場合、整備を行う病棟の病床数の10％以上 
 削減 
 ＜病床非過剰地域＞ 
   新築建替の場合、当該医療機関の病棟の病床利用率が 
 過去３ヶ年（暦年）平均で80％未満であれば、病床を削減 
 （削減割合は、県医療審議会等の意見を聞いた上で決定） 

※別途、地方負担軽減措置を講じる。 

８ 



厚生労働省 ２．介護基盤復興まちづくり整備事業 
（「定期巡回・随時対応サービス」や「訪問看護ステーション」の整備等）） 

小規模特養 

認知症 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

小規模多機能 等 

介護基盤緊急整備等臨時特例基金により財政措置 

高齢者 
（在宅） 

在宅サービス等を行う拠点等 

 
 
 

連携機能 

 被災地において、日常生活圏で医療・介護等のサービスを一体的・継続的に提供する「地域包括ケア」の体制を
整備するため、既存の介護基盤緊急整備等臨時特例基金を活用して小規模特別養護老人ホームや認知症高齢
者グループホーム等の基盤整備を行うことに加え、在宅サービス等を行う拠点等を整備するなど、地域において
連携して機能するためのモデル的な事業を行う。 

事業概要 

補助対象・補助要件 

 復興計画支援高齢者ニーズ調査等で把握された市町村のニーズに応じて、在宅サービス等を行う拠点を整備する。 
＜具体例＞ 
 大規模施設が全壊・半壊した場合等に、大規模施設を建てる代わりに、同一法人等が主体となって、小規模特養、グ
ループホーム、その他の訪問介護ステーション等を建設するなど、地域において連携して機能するためのモデル的な事業 

交付団体 

事業実施主体 

市町村、社会福祉法人等 

基本国費率 

国：定額（１か所あたり3,000万円） 

（事業のイメージ図） 

※別途、地方負担軽減措置を講じる。 

＜介護基盤復興まちづくり整備事業により整備＞ 

９ 

Ｐ６のＢに掲げる団体 



厚生労働省 ３．保育所等の複合化・多機能化推進事業 

保育所、認定こども園（保育所機能部分）、放課後児童クラブ、地域子
育て支援拠点など子育て関連施設を複合化、多機能化する際の整備
費 

被災地の復興に際し、子どもと子育てを身近な地域で支える観点から、認定こども園（保育所機能部分）、放課後
児童クラブ、地域子育て支援拠点など子育て関連施設の複合化、多機能化を図るための整備に重点的な財政支
援を行うもの。 

補助対象・補助要件 

交付団体 

基本国費率 

事業概要 

  事業実施主体 

 市町村、社会福祉法人等 

保育所 小学校 

幼稚園 放課後児童クラブ 

子どもと子育てを 

身近な地域で支える 

複合化・多機能化 

すべての子どもへの 

良質な成育環境の保障 

 

認定こども園 

地域子育て支援拠点 

小学校 

放課後児童クラブ 

多機能化 

延長保育、 

病児・病後児、一
時預かり 等 

 国：１／２、地方公共団体：１／４、事業主：１／４ 

※別途、地方負担軽減措置を講じる。 

※認定こども園の幼稚園機能部分の整備については、Ｐ７「３．幼稚
園等の複合化・多機能化推進事業」により行う。 １０ 

Ｐ６のＢに掲げる団体 


